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 地震をはじめ大規模な災害時には、水道が使えず、トイレや清

掃といった生活用水（雑用水）が不足する事態が想定されます。 

そこで、愛南町では、災害時などに井戸水を生活用水として無

償でいただける『災害時協力井戸』として登録します。 

飲料水ではありません。 

 所有者名(管理者名)、所在地といった情報は、広報誌や愛南町

のホームページに掲載し、公表する場合があります。 
 

１ 愛南町『災害時協力井戸』活用マニュアルの内容をよく確認

の上、登録の検討を行う。 

２ 愛南町ホームページから愛南町災害時協力井戸登録申出書

（様式第１号。以下「登録申出書」という。）を印刷する。 

又は、愛南町消防本部防災対策課へ登録申出書を請求する。 

３ 登録申出書を記載し、必要書類（井戸の写真、井戸の位置図

等）を添付して、個人情報公表に同意の上で提出する。

お問合わせ先及び申出先 

 愛南町消防本部防災対策課 ☎（0895）72-0131 
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『登録の要件』※登録のためには、要件を全て満たす必要があります。 
 

『登録後』※災害時に活用するためにご協力ください。 
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協力できる範囲で自主的に井戸水を提供してくださ

い。

［生活用水」として提供し

ている旨をお伝えください。

 

 

※ あくまでイメージです。 
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井戸の所有者又は管理者の「善意に基づく自

主的な協力のもと」に行われています。

井戸水の提供は、「大規模な災害が発生し、上水道の機能が停

止又は著しい障害により町民生活に重大なききをもたらした場

合」のみ

トレイや洗濯

用等、「生活用水」としてご利用

井戸の提供者の故意ではなく、利

用者の身体及びその所有する物品に被害が生じた場合は、提供

者にその責を問うことはできません。


